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はじめに

本章の課掛 ま新二帝刑期の外国藩ポーランド人移民労幼者の受入!L,@券の形成退避を検討

することである 多様な外国人労働者の中で,外国籍ポーランド人は,当時プロイセン領

となっていた旧ポーランド領における民族運動を刺激する恐れがあったため,政治的に特

写怜扱いを受けていた. ドイツにおける近代化 ･工賃化追矧 ま,外国人労働者の雇用を必

麦とすると同時に,社会競合 国民国家形成の観点から.外国人労働者の扱いに性重にな

らざるおえなかったのであり,この問題への対応の方式を検討することが,当時の外国人

号や者の理解には不可欠なのである.

外国薄ポーランド人労働者は当時の ドイツに存在 した外国人労働者の中で載大の典団で

あると同時に,この民族に対する ドイツの特殊な関係のため.当初から外国人労働者間速

,?主要な対象とされ,時人の間でも活発な読者が行われた.例えば,ウェーバーは

チらいわゆる ｢駆逐理論｣を展開し1.:とされる. ｢ロシアからの労地力拾人は,賃金水準

および文化水準への圧力ゆえに,ザクセン渡 りや西部への世相や海外移民の単なる結果で

.ほ くその原凶である｣ 1.この議論は東部 ドイツのポーランド化だけではなく西都 ドイ

ブまで含めた全 ドイツのポーランド化に対する管鐘として理解され,クノーケやク-1)ッ

/エルらによっていささかヒステリックな民族主益的議昔にまで庫端化されていったZ.

しかし外国籍ポーラン ド人による東都からの ドイツ人見菜労働者の ｢駆逐｣を実証する

別土それほど容易ではない.なぜなら最近の労働力移動に関する詔議論が強調するように,

畑 力移動は単に労働力過剰地域 と労働力不足地域が存在すれば自然に苑生するわけでは

IJ(.流入する労働力のIE (労働力供給の構造)と受入地域が必要とする労働力の質 (労

I力布安の構造)の合致が移動の重要なTl百枚になるからである3.

この外国籍ポーラン ド人を痕 も需要 したのは東部 ドイツの大農塊経営であったが.この

l乗艇皆は安価な伶人吸物との戟争や甜菜等の新 しい作物の導入とともに,安価な季節労

書者に利点を兄いだすようになっていた.この変化 した労働力滞貨に位も適合 していると

考えられたのがロシア領やオース ト1)ア-ハンガリー領からやって来る外国節ポーラン ド

Lであったl この季節労働者にとっては, ドイツでの坊悲な労働条件も本凶のそれに比

Bd:[23】S318
1KLKkel40】 ,Kul■schq 〔42]バーデは社会放棄学会のP壷が行なわれた時期がドイツからの最後の大
鵬 民期および文部B)攻再開期とiなっ1=ため,ウェーJト の r事米穀乾｣が生じたと述べるが (Ehi:
23】S320).これから徐じるように ｢事実誤認｣いかんL'けが問規なのではない.
i/竹野内氏は今日のせ非'h助rTi租の特徴として r ･典一に,中心称の資本は.今や労働力の適訳と関連
増井的な広がりの中において行な･Dている.そして弟二に,その括果,維札唖の労働者相互の競争がヨリ
垣内になっている｣点を指摘し,r世界労働市境の肝帝的ヒエラルヒ-とそこで廉恥される労助力の充当J
I:軸 の労力力8動の特鼓としているが,この謙治は弟二帝政期のプロイセンJt集札嬢への外国♯ポ-ラン
l･̂の沈入に相 当する (竹野内 【17】199.20頂 ;兎EEl21】串原)

坂田 【5】601･27I手原 ユンカー経営の沸造転掛こ卵してはA集労■者の★労他者化の扱点からこれ
でもむじられてきた この連理の中心は労頼者への井金支払の別物it金から固定･渡冊1金への転換,育
棚 者から羊蹄労働乳 光釣労働者から｢自由な｣労0着への転換であり,外回人労他者の孝節足用はこ
隻泉の仲井である (東 [2】 .小沢 【12】 .原田 【18]:相応 〔19】;#櫛 〔20】404訂以下;K∝b 【
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･<ればかなり良好と感 じられた し.その一方彼 らを雇用する農場経営者にとってこの労働

者は冬期に面蛸を見る必要がなく費用のかからない労働者であった.農機労働者の基幹部

刑二は年間を通 じて碗用きれる地元の労働者の利用が好まれたが.それ以外の部分はこの

章節労働者,｢安上が りで従舶な｣ 5労働者によって十分抑えたのである

したがって外Bl箱ポーランド人は ドイツ人労働者を ｢碇逐｣ したというより,農業経営

の軽骨方式の転換によって生まれた新 しい労働力布質に適合したに過ぎないのであり.良
粟労働rF槍の変質の結果でもあったのである.

しかしこれをもってウェーバーの主張の誤 りを指摘するのは早計である. ドイツのポー

ランド化に対するウェーバーの脊鍬 ま,同時に国民的刺客に反 した行動をとるユンカーに

吋する非難でもあっ1.:からである. ｢-.･･.大土地所有こそ現在東部地方でもっともいちじ

るしくポーランド化 している分子にほかならないのである.大土地所有がポーランド人と

紳 して行動せざるをえぬ時局が,いつかやって くるというのは,もはや時間の問題に過

ぎない･大土地所有の使用する労働者がポーランド人であるかぎり,民族問題の擁護は大

土地所有には究嬢的に不可能である.･･･.･.大土地所有は,自己の使用する点景労他者との

司民的利益の共同性をまずはじめに失って しまったのであって.やがてつぎにはそれは散

に屈伏するべきものとなるであろう ｣ 6

ウェーバーにとってユンカーの利害が国民的利省と合致 していた時代が過ぎ去 り,ユン

カーが東部 ドイツのポーランド化の担い手になったのに対応 して.外Bl諮ポーランド人の

さ人はプロイセン政府 とユンカー眉 との争点になっていた.当時,プロイセンは東部に

ポーランド分割で雄持 したポーランド人居住地域を抱え,プロイセン改称 まこの地域で

ポーランド人の民族意油を抑圧するためのゲルマン化改発を推進中であり7,外国籍ポー

ランド人労働者を農機経営のために利用する行為はこの政策に水を差す行為と考えられた.

ポーランド人の民族意純の肩掛 こよってこの地域がプロイセンの手を離れ,プロイセンと

ドイツにおけるユンカーの地位が揺るがされるような解掛 ま是非とも避けられなければな

;なかったのである. したがって,外障箱ポーランド人のAT郎濃紫地域への導入はユン

11日くap3呑蛸).ただしこの転換過程の進行度が地域ごとに共なるため,炎約労伸占･と ｢自由な｣労働猶
硯串は地域ごとに外なり.1880年代はじめにはボンメルン等の東北プロイセン諸州では2 1で肋者が
抄ったのに対し.シュレジェン ザクセン州･シュレスゲイヒ=ホルシュタインでは両者がほは同率で存
礼.さらにドイツ西帯では実射労抽者は8iば粥漉する (K∝b l411sl523) そして後に見るように輿
も紬 者への依存度の少ない地域 (したがって上記の転勤 {並んでいた他吐)は同時に季称労d>者として周
;1硬から多くの労■力を引き寄せていた.
i】8血 【26】

i;ウェIJt- 【8】32文.ウェーバーの言う｢匡l民的利害｣は｢柑F外生乳 の民族政♯｣ (ウェ-
L t8】36･7万)を求める利己的民族主義とは区別されなければなら7:Lい.山｡氏もこのポーランド人事
均4着の見用に対するウェーバーの暮点が岩月はユンカーのドイツ同家からの暮反に封する事鹿であっ1:
!を隻■する (山口 【22】195頁).そのためgt者はウェーバーのZXBBを排外主義とAI釈する多くの移民軒
埠の■論 (例えばh上【23]S318L.佐藤 【15】264万以下)には同.eLかねる.またウェーバー自身ユ
′カー捷昔の構造掠汝とポーランド人季節労働者の雇用との爪の相違を十分埋ATLでいた (ウェーバー
:9]参照).

I)聯 史に直撲関係する改発としては掛こ兼林地城へのドイツ人良民入fd放射 切 られている (相応 【
9】;伊蕪 【6】;ヴェーラー 【10】172･7参照).
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カー陣膚の経済的基盤の維持とプロイセン政府の民族改発という,いずれも国家体制の収

糾二関わる基本改発の対立として現れなければならなかった.したがって少なくとも労働

者間掛 こ関 してはプロイセン政府とユンカー層は一体と考えられてはならず,むしろ両者

の相克による外国人労働者受入態勢の形成過程が問題となる8.

までⅠから汀ほ でで外国籍ポーランド人のプロイセンへの導入と受入思券の整備の過程

を検打する.政治的-民族的利害を重視するプロイセン政府がユンカー券力との闘争と協

Tを凍 り適 しながら徐々に農薬勢力の経済的利書に談歩 し,外国藩ポーランド人労働者の

貴人悪弊自身が整備 されて行 く道程が確認できるはすである これに挨いてIVでは.外国

書ポーランド人農業労働者とイタリア人労働者との比較を行ない,外国簿ポーランド人労

l者の特殊な地位をさらに明確にする.

I.外国簿ポーラ ン ド人の就労許可

(1)外国鈷ポーラン ド人の追放 と労働力不足

19世親央以降,海外移民と工業発展は虚実地域から急速に労地力を奪っていた この

かこ国民凝i削こ占める農業の地位も低下 し,就労人口と国民籍生産に占める割合で農業は

工粟の背後に徐々に退いていた.農業の労働力tLt給は工費部門の紫気の影響を強 く受ける

ようになり,好況期には賃金の引き上げを行っても十分な労働力を調速できなかった ま

た不況期には労働力不足は破和されたが,工菜地域から帰遠する労働者によって農村地域

へ社会民主党の影響が及び.従来の農相社会秩序が打るがされるのではないかと恐れられ.

工業地域の失業者の農場での就労は歓迎されなかったリ

1873年からの工業部門の不況によって農村からの人口沈出は減少 し農業の労働力不足

は嬢和されるが.1870年代末に再び労働力不足が現れたプロイIt:ン東部の一部の地域で

止.ロシア国籍のポ-ランド人が徐々に労働力として採用されるようになる.外国籍ポー

テンド人の労働力としての採用が始まるとそれまで労働市城に正倭介入するのを伴ってい

':政府もようや く動 き出 した.ただし政府にとって問題はあくまで民族改発の降雪の除去

であり.労働力不足の解消ではなかった.すなわちプロイセン首相ビスマルクは.1885

辛に外国籍ポーランド人労働者約 3-4万人を追放 し.東都Bl境をこれらの労働者に対 し

3)ユンカーは19世だ後半に自主的に戯々な自助EE体 (金政文凍,見辛知Aの甘友等がE)的)を形成し.
やがてこれは1894年にプロイセン政肘に上って各地の点集会gt所へと競合された.点発会は所は本来政仰
･7AJE政兼を地方に軌鼓させる目的を持つ上意下達横朋としてtI想されていたが,そのメンバーはユンカー
稚伝tわな布tJ会によって立出され,むしろユンカーがプt=イセン放射のA書改発に圧力をかけるための
鳩に転じてしまう 既に国qlJ:正当な地位を失っていたユンカーもA兼者EZI体を通じて直凍行政僻に●き
;.ける妊蕗を確保し,改称 二村して一定の自立性を持ったt兼集Z詞的社食分力としてBl攻上の影■力を拝辞
･･JL*労や力不足脚JIの解決を改称二強く求めてゆくのである (Hcnrunsl36]sl62･3.恥hlc【45]
L57.刑I会におけるユンカーの労力lこ朋しては北住 【13】86万以下参照)
Hプルツによれば当時,実際にシュレスゲイヒ=ホルシュタインをはじめとする北ドイツで社会民主32.の
帖での五伝格別 f農村社食の骨戚と感じられ始J)ていた.しかし危枚にqiされた点け社会とはゴルツが併
～:如 -て r理想的｣に現れるというA抽顎主と従収なJt業労他者とからfI成される家父長fTJ的点村社会で
bる(Goltz:【35】s105_6.318r).
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で全面的に閉鍬 し,国境から3マイル内の地域でだけ,個別diil.J'を掛酌した上で外国籍

ポーランド人労働者の雇用を認めたのである】0.

当初この政掛 こ対する農莱経営者たちの反発は小さかったが,1880年代の後半から甜

菜等の中耕作物の普及によって農兼の雛約化が進み,JIi菜労働の季節性が強まるにつれ串

掛ま変わる.甜菜栽培が盛んなザクセン州では州内では鵬い切れない季節労働カをノイマ

ルク ヒンターボンメルン ･ヴェス トプロイセン･ポーゼン シュレジェン等.東部 ドイ

ツの広範な地域から引き寄せていた1tが,労働者の中には僕姥実射 を破って来る者が存在

し.ザクセン州の農業経営者が東部地域の農薬経営者の非難に曝される脇面もあった12

さらに甜菜栽培は徐々に東部地域に広がり季節的に大歳の労働力を必要とする地域が各地

,=形成されるようになると,同様の関越が東都プロイセン各地で発生 しか 3.

こうして先進的経営を行う農業経営の労働力許要の増大と,工菜や先進的良薬地域に労

働力を奪われる後進的段菜地域がともに労働力不足に苦 しみ,東部プロイセンの虚業経営

者のFZilで外国籍ポーランド人の利用許可を求める声が大きくなった.

｢租税 ･鮭済改革者同盟｣は1889年 2月25日に折26回絵会で蘇記された ｢農薬領域に

別ナる労働者と僕妹の不足に関する決議｣をビスマルクに送付 した その決議は強い語調

で東部諸州における労働力不足を指摘 し,ビスマルクが広葉地域の実情調査を行うよう要

請した11. 1年後にはヴェス トプロイセン農薬軽骨者中央協会の1890年 2月26日のビス

マルクに対する請願が捷出されたが,そこでは ｢王国政柵 二とって必要と思われる留保条

件の下で夏の間東部国境をロシア領ポーランド出身の例の労働者たちのために開放する｣

よう懇願されていた)5.

ビスマルクは東部 ドイツのポーランド化を妨げようとする政治的-民族的利%'-と,ユン

万一農場の経営基盤を外国人労働力の導入によって支えようとする簸済的利害とのruJで音

色させられるが,1890年に3月20日に退陣 し,この間題の解決は次のカプリヴイ内閣に

委ねられた.

(2)プロイセン政肘部内での番台i

｢農場を持たない男MannohneAruLldHaJm｣であるカプリヴイの政権下では,ユンカー

こ対抗してしだいに勢力を増した工業資本と金融資本が影響力を猿絡し,関税 ･通商政策

I)NIChtwcISSl44コS29-30

i)KaqBCr〔39]ぬpJII.

2)K肘BErl39]S),37r.
3)1%90年代にはドイツの砂堵生産に占めるザクセン州の割合は4分の1から3分の1程度に低下してい
'･し.またザクセン州の穀席業者の甜菜価子守趨tlL薬を故じた他の地域への進出も見られる (MilJIcr[43]
22;DiCSLcl&M山lcr〔31】) ウェーバーは社会政策学会の農業労働者御査-の参加を通じて知った東都
ロイセン托地域の農薬軽骨の水韓の地戚聞格差を発展段階の相連と姫え本文的相連を聡めないが (ウェ-
1-【9】).ともかく本絹が対象とする時期を通じてこの差は所与のものであり労助力有給に彫書を与え
ll更な要Edであった且は確放しておきたい (B血 [23】S311)
4)N'chLwc.ss[44]S33
5)N】cht､､･C.ss[44】S33.34
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で班はこれらの新券力に歩み寄りユンカーの憎悪を受けるが,戊菜労働者問題ではユン

｢ロシ7人 (ロシア国籍のポーランド人 ;筆者)を一時的にプロイセンで良薬軽骨にとっ

L辞 を結超して.さしあたりこの請巌を退けるがこの問題に関する意見を虚業大臣パルハ
lウゼンに求めたのである.

1890年4月11日の開法での農業大臣の報告は】7,東都諸州の点薬協会が一致して農薬

l寺や者の東都EiZ頻の向こうからの善人を求めていると指摘し,民族改紫との矛盾を避ける

';めに外国籍ポーランド人労働者を4月から10月までに期間を区切って入国させるよう

手業した.内務大臣ヘルフートは外国人労働者の導入に関する明確な及定を設けるという
き件でこれに同dfした.しかしこれまでゲルマン化改発で中心的役割を担ってきた文化大

麦ゴスラーはこの故実に反対 し,既に禁令をかいくぐって多くの農協経営者が外国籍ポー

テンド人を入国させ労働力として雇用している串実を指摘し,ユンカーの国家への忠誠心

を疑い,禁令の徹底を要求した.

蕪令の回避は周知の邪実であった18.例えばオッベルン (シュレジェン州)の県知事ビ

ト が州長官ザイデヴイツツに報告した訴例によれば,ロシア国弟のポーランド人労働者

ヂある大分農坊で就労させられていたが.地方宰寮が労働者の検査のためにその分点坊に

才蒼すると.梁早 くその労働者は収穫運搬車両の藁の下に位され,別の分点軌 こ運ばれて

.まうという.こうした指摘を重視した内蔵省は4月11日に紫郎Bl磯沿いの4州の長官

こ謀令の厳守を徹底させる命令を出す.

しかし柴令の厳守命令は新たな請願のきっかけになった)9 1890年5月27Elにマ1)-

エンヴェルダー (オス トプロイセン州)の県知串に当てられた試願牛の中で.ある農機所

有者はロシア国姉のポーランド人を数過Iujのfu就労させる許可を求ゎ.ディルシャウ地域

では既に非削̀こ多くの外国薄ポーランド人が就労させられていると指摘した ｢今回の追

給 令ほど厳しい命令がこの州に適用された事例はない｣と付け加え.内凍大臣宛の報告

I?中でマリーエンヴェ)i,ダーの県知事は今年の夏に関しては外国沸ポーランド人の追放を

号いとどまるよう懇願 しているのである.彼によれば ｢ゲマインデ ･グーツ アムトの代

緒 たちすら｣自分たちが是非とも必要としている外国人労働者の梶用を断念するよりは.

改えで処刑を受ける方が良いと考えているという.プロイセン政府の思蝶とは轟腹に,東

ちプロイセンの農業地域の末端の行政機構では外国詩ポーランド人に対して既に寛容な態

r!がとられていたのである.

民族政梁上の問題のない外図人労働者の導入も検討されたが,結局適切な労働力涼を見

bけられなかったプロイセン政府は再び外国藩ポーランド人に目を向汁,今度は各州の長

匪 意見を求めた.1890年9月始めに意見を聴取されたポーゼンとヴェストプロイセン

し芯 ; 一･一
71N.chtk･elSSl44】S.36.

= IヾChhACISSl44]S.37.

))N■chtvcISSl44】537138
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の長官によればm.両州では1889年以来 ｢危機的状態に達した労働力不足｣に関する普

舶1良農部門から持ち出されるようになり,その原因は労働力の国内移動と外国籍ポーラ

ンド人の就労撰止措置にあると主張された.また ｢典約的経営への移行をEl持す抗し難い

書hJが存在するとともに劣悪な土質の点助だけが昔のままの ｢ライ麦とジャガイモに依

写した耗曾｣に留まり挽け,後者は徐々に前者によって高賃金のために労働力を奪われつ

つあるという. ｢- ･･ロシア国藩ポーランド人の沈入がさらに禁じられるならば･･････為政

糾こ経営を行っている農業者がまず崩壊し,次ぎに貨幣1壬金を西部で通常支払われている

会所ほどには引き上げられないために,集約的軽骨自身も胸懐 してしまうであろう｣と報

告は括幹付けた.
オストプロイセンとシュレジェンの州長官も同趣旨の回答を行っている21,オス トプロ

イセン州長官の1890年10月17日の香掛 こよれば,オス トプロイセンでは粗放的軽骨が使

方であるため季節労働者への大きな需要は存在しないが.インス トロイテの不足が濠刻で

ある.そのため都市への農村住民の流入を弱めるための都市入場金の引き上げ.農薬に有

利な保護関税政繁,オス トプロイセンの農産物に対する安価な鉄道輪送料金の設定が要求

された 一方シュレジェン州長官は1890年10月24日の回答で次のように述べている.

I/_,レジェンでは多くの彪幼経営者が触約的軽骨への移行を行い.それによって租故的経

営を行っている成文者を危険に曝している.さらにここでは工業の発展が持続的に高賃金

i:よって農菜から労働力を奪っている.また西部への移動を経験した労働者は既に社会民

主主掛 こ磁されていて彼らを地元にとどめようとするのは好ましくなく,まだ社会民主主

鼓に毒されていない外Bl籍ポーランド人労働者こそ望ましい,

プロイセン東部諸州の内部では農業の近代化の進展度のばらつきが特に租故的経営を危

晩な状態に追い込んでいると同時に,西部の工燕地域や大都市への労働者の移動のために

A粟労働力の絶対数が不足しており.新たな労働力供給源を開発しなければならなかった.

Vかし既に工紫労働の耗験を持つ地元の労働者の引き留めは望まれないで,外国人労働者

の呼び寄せがもっとも望ましい選択肢と考えられていたのである.

(3)外国藤ポーランド人の入Bl酔可

州長官からの定見培取とその検討の後.プロイセン政府は1890年11月11口の閣議でま

LT3年間に限り試行的にロシア国籍ポーランド人労働者を4国境州 (オス トプロイセン.

けェストプロイセン.ポーゼン･シュレジェン)に限定して点薬と工業での就労のために

大層を認める決定を行ない,11月26日に内務大臣は各州長官にロシア国諮ポーランド人

7)入国肝可と監督を行う権限を与えた22.さらに複数の州長官の捷案に基づき,1891年
4月18日の命令で図枚4州以外のプロイセン諸州でも外国諮ポーランド人労働者に農業

こ吸って就労を拝した.

･q NIChtwe-ssl44】S40
:I)NIChtⅥcISSl44】S41-42.
コ)Nichl≠cISSl44]S43.
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これらの外韓灘ポーランド人には民族T3(架の椴点から良つかの及制が課された23. 4州

への入国は独身の男性労働者と女性労働者だけに許され.家族での入国は禁じられた.ま

た待機期間が設定され11月15日から4月1日までの期rulllプロイセン国内に滞在しては

ならなかった,この待機期間は後に大土地所有者の要求によって短縮され,1898年には

12月1日から3月1日まで,1900年には12月20E3から2月 1日までになった,

1891年の社会改紫学会の良薬労働者讃壷によれは外国人労働者の数は東部4州で掛 二

多く.そのほかにヒンターボンメJt,ンとフォアボンメルンにも多く存在し.孤立分散的に
はブランデンブルクとメクレンプルクで存在が確認され その一方シュレスヴイヒ-ホル

シュタインと摂りの北 ドイツおよび西ドイツおよび南 ドイツではほとんど確認されない2l.

中林ドイツの甜菜栽培地域では.既にロシア国籍ポーランド人労肋者が大王に,甜菜栽培

のためだけではなく,全ての農菜労働に就菜させられていた25.

しかし外国簿ポーランド人労働者の導入によって良兼の労働力不足が解消されたわけで

はない 地元の労働者の流出に対して外国人労働者の故はあまりに小さすぎたのである.

1891年から1893年までの恐慌期にも東都 ドイツの農薬者の労働力不足の訴えは絶えな

かった.あるヴェス トプロイセンの弁士領所有者が1892年2月にベルリンの ｢日刊展聾｣
鼓に省いているところによれば26｢今日では冬にも労働者を手放せない 茨に我々のもと

lこやって来るロシア国籍ポ-ランド人の労働者の入国が肝されなければ耕地上の収穫は腐

敗しなければならない,残念ながらこの労働者たちは冬の閥が保持が許されていない,

-3つの (農業労働者のための ,筆者)家族用住居が空きになっている.･･.-全住居の

半分が空になっている農糠も知っている--･･ 若い労働者は夏には甜菜仕事の1.:めに西部

1=移動するのである｣.

189LI年1月1Elで3年間の試行期間は過ぎたが.外国姉ポーランド人労働者に依存せ

i'に済む手だては見つけられす,カブ1)ゲイの後継者ホ-エンローエ=シリングスフユル

スト侯の下で再び1895年2月に1890年の条件で今度は期限を設けずに外国籍ポーランド

人の入国が改められたrL7.しかし同時に外回籍ポーランド人の官軍且強化が同時に追求され

るようになる.1896年 1月3日の内務大臣命令は郡長 (ないし都市の市曹寮官庁)に全

ての外国人に関するリス トを作り,氏名 .身分 ･宗教 ･年齢 ･居住地 ･国籍 ･転入 ･転出

のEI時 .その外国人がやって来た市町村とこれから向かう市町村を記徹し,このリス トを
書に叔新の状感におくように命じた28.

L:3)ド.dhl"･C.ssl44】S43.

I:関してはホイヤ-リング (大Aに従よする′小作人)に上る安定的な労●))供給が御Tられ (Fh tcJVSLcln(

県 警 霊 ik"lToT誓慧 6A,柵諾 】T3岩槻 との舶 用即 納 されている･
:S)N■cht≠cLSS【44】S45
I:7)ド.cht､.c.ss【44】s48

Li8招 ,'㌫ 蒜 ,'44('N慧 C.m=n?慧 豊 吉AlhUp IBti/監 禁 慧 lEだrTATbô芝丁慧 慧 慧
Isもte)の&畝二なる (坂田 【4】参照).
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東都のポーランド化の防止は政府,世昔を通じて支配的な音調であり,ユンカーもこれ

を無視できなかった.しかし実際にはユンカーは禁令が存在 した時点から既に外国井ポー

ランド人を雇用し.叔終的には政府にこれを追記させたのである.こうした行為はユン
か-の身勝手さに対する批判を招き.例えばウェーバーは自分たちは ｢労他者を,廉価で

さえあればどこからでもすきなところから入手してよい｣と言っておきながら他方で ｢国

lIl･募集如稔の典権化

(1)炎権化の背jft

20世紀に入ってからもプロイセン政府のゲJL,マン化政策は強化され,外国籍ポーラン

ド人の導入もこれまでのように単に行政命令によって個々の戦場での就労条件を親定する

I:'けでは不完全であり,政府の外国人労働者政策を横座的に推進する機関の設立が必要だ

と考えられるようになった.

他九 段巣労働力不足は各地の農繋会誌所の間での虚栄労働者第兆をめぐる政争を激化

させていた.特に後進的戊粟経営が支配的な東部国境州からは中部と西部の俊英会議所の

1委託を受けた斡旋人による農薬労働者募兆活動への苦情が寄せられていた.オストプロイ

センの州長官はブランデンブルクの農薬会議所による自己の州内での労働者募典活動に対

.Tる抗議を何回かプロイセンの農業大臣に伝えている30.また点茶会議所や農場経営者は
弘的な斡旋人に労働者の調達を委託していたが,労働力不足につけ込んだ彼らの不正にも

魯まされていた31.

さらにプロイセンの農幼経営者とオース トリア=ハンガリーおよびロシアの農地経営者

[との問での労働者の奪い合いも軽視できない安臥 こなりつつあった.特に,ガリツイアで

iプロイセンへの労働者の流出によって地元の賃金が上昇傾向にあり.農場経営者たちの

げ ㌧工 黒 Tl言 :三言 1,.Jil.:::誌 ニ ー;I.∴ミ'･:'･iTt.L;i.i..:Till;-:rp

l首の耳金の上昇傾向に歯止めをかけようとし.1904年に労働者仲介法が成立し外国へ行
lく移動労幼者の仲介-の政府の本格的介入が始めた.

このような状況の下では政府の民展政策が十分に文稚できないだけではなく,外国人労

1着の安定的確保も耗しかった,したがって外国人労働者の第兆を特定の公的性格を持っ

iもだけではなく,戊塊経営者たちの利益にも適うはすであった.ただしこの時点ではプロ

l･9)ウェーJ{- [8】32-3頁.

70)N■ch仙elSS【44】S_76

Jll)柴田 【16】 (下)呑牌.
J:)N.chlWC.SS【44】S79:ガリツイ7はドイツに比べ農作井に遭する朋mlが頼かったため,農作兼がm始
lきTLる番l二は多くの労他者がドイツに季埠労巾に出かけてしまっていた (SchmLdtl47]S)7Sr.)
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イセン各地の農薬会議所の募典組籍の集権化に対する態度は多様であり,掛 二農業労働者

の碁盤で康位に立っていたブランデンブルクとザクセン州の農薬会議所は外国人労働者の

仲介を一手に引き受ける集権的機関の設立には非協力的で農薬会議所全体の協力は得られ

なかった33.

しかし点菜会議所の協力が得られなかったにもかかわらず,1902年に棲軌 こベルリン

に外国人労働者の管理のための顔関が改冊の持碁の下に設立された3し その機関はもっぱ

ら外国蒋ポーランド人以外の労街着をプロイセンに番人しようとし,そのメンバーとして

オストマルク協会議長のティーダーマンを始めプロイセン政府の民族改発を支持する者が

多く加わっていた.この機関は1903年には ｢ドイツ人移住者およびドイツ人魚農者の訴

達のためのセンタ-｣として農菜大臣によって認FTされる

しかしこの機関の在外 ドイツ人募集活動,フラマン入幕集活動.ルテニア人募集活動は

いずれも不術に終わる35.1903年7月1Elから1904年8月31日までにセンターは182の

させる試みはほとんど失敗していた.また,ルテニア入幕典活動は既に当時 ｢ルテ二ア民

[どの農薬会議所には自分たちの活動への髄争者として現れたという-*梢もあって不興を

Lこの労働者を用いようという農場経営者は現れなかった,季節労働者への帯要は当時既に

.鼓十万人にも及び,大部分が農業会議所と私的な斡旋人にJ:って仲介されていた･農業省
lの協力要約にもかかわらず,諸員業会議所はこの機関の能力に疑いを持ち.民族政策に車

L仕する労働者第兆横側に反対し,この機関をむしろ自己の券典活動の妨げと考えていた.

(2)戊薬会読所の取 り込み

センタ-の労働者英銀活動の失敗を反省し,1904年12月20日の財務省.内務省および

Il粟省の代表者による会議は.今後このセンターにスラブ系労働者の募炎も認め,農業会

博所と労働力調達を巡る出合関係に立たか ､ようにするため,センターに点薬会議所の代
表者をメンバ-として参加させ.このセンターが外国人労働者の調達を行い各州の農薬会

3所はその下位配分を行うという組織の構築を決定した3G.また.1905年2月の農薬会

Tt所朋会議ではプロイセン政府の圧力のもとに外国の季節労他者管理の典権化を支持し,

また放射の民族主義的政紫への協力のために農業会議所間の協力が必要であると決議す
る37.

センターは1905年 1月31Elに改組され,新しい幹部を決め,｢ドイツ農業労働者セン
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ター｣として再出発した38.幹部になったのは,オストマルク協会の代表者.全 ドイツ農

薬者同盟の代表&,加盟農業会議所の代表者 (ブランデンブルクの良男会議所は依扶不参

加 ,｢設立者｣によって遷出されたメンバーであり.さらに票決権を持つ監事会は5人

のメンバーから構成され,そのうち3人は農業大圧が任命し,2人はメンバーの会合に

よって決められた,プロイセン政府の意向が重視される機関ではあったが,徐々に点薬労
*者募集摂関としての機能を遭える努力も行われた.

ます1905年には入植委月会との関係がオーストリア-ハンガリー政府の人権委員会のガ

f)ツイアでの活掛 こ対する抗議をきっかけとして排除され39,さらに1906年にはルテ二

ア(｢ルテニア民族委n会｣を通じた)への介入を正式に断念し.少なくとも対外的には

民度主我的性格を払拭し,農薬労働者の幕張のさまたげとなると点菜会誌所によって批判

されていた活動をやめか O. ｢ルテニア民族委月会｣は聖書者の支援を受けながらガリ

ブイアの支配階filであるポーランド人に対してルテニア人の民族意講をあおり,ポーラン

r人の支配からの独立を目指す乱総であり,その組鵜のドイツへの移動労働を鼓舞する呼

tfかけの中では ｢ポーランド人の農奴での労働をルテニア人民に対する養切り｣と呼び,

rポ-ランド人大農場所有者の破壊｣をドイツへの移動の目的と誇っていか I.以前のセ

ンターはこの乱椀のポーランド人への対抗心を利用してドイツへ農業労働者を調達しよう

としていたが,この行為は農薬会議所にはオーストリアとの外交関係を従に悪化させ,労
恥力供給源を狭めるものと考えられていたのである.

しかし新しいセンタ-も労働力調達ではたいした成果をあげられなかった.農業労働者

センターは1906年の労働者の辞退を引き受けたが,=菜の労働力詳要の増大とガリツイ

7内部での事情のために十分に労働力を調達できず.最終的にはこの年に限ってポーラン

ド人の家族での入国が許される弔腰にまで至る12.労働力用達の不調を受けて,1906年
6月央にポーゼンで戯巣会議所の代表者による会議が行われ,再びセンターと農業省に対

する不満が吹き出した43.この会議の主流となった鈴掛 こよれば,濃紫労働者センターは

全く役に立たないのは明らかであり,労働者叢生の組織は戊柴会誌所によって行われなけ

ればならない.センターはユンカーの利害を直接代表できないし.またこの利富が民放主
I的な改発のために危険に曝された恐れもあった.

1906年6月以軌 再び農弗省を中心とするプロイセン政府と腿菜食.3所とのセンタ-

1の存続をめぐる交渉が行われるが.センターをあくまで存続させ外国人労働者の管理を行

おうとする政府と農業会議所による自前の労働者訴達を主張する良薬会談所,特にブラン

デンブルク ･シュレジェン･ザクセンの会議所との朋の淋 ま埋まらなかった.政府はセン

ターが今後も政府の支援の下に存在するべきであり,この組鰍 ま最終的には国萌地域の地

方事案と協力して全移動労働者の監視と彼らの一元的登良を引き受け,それを通じて伸介
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禾濃の大部分を引き受け,ポーランド人を抑制し,不正な蒔旋人と戦うべきものであると

決定し,1907年には外国人の登環の独占をこのセンターに任せるつもりであると農業会

ま所に通告した-■.慮菜会議所はセンターの労助力調達能力に依鋲として疑いを持ってい

たが,改称 ま良男会議所に民族政菜への忠誠心を問いただし,強引に農票会議所を新しい

センターに取り込んだ.

1907年8月238に新しい定款に基づき良繋労働者センターがベル7)ンに本部をおく財

-ヨ法人として再畑され.幹掛 二はこれまで同様.オス トマルク協会等の民族主義的団体の
メンバ-と成東会議所の代表者たち,さらに工業経営者やその団体が参加 した15.さらに

.亡査垂月食の議長およびその斡旋人は良薬大臣によって任命され プロイセンの点薬大臣
考工業大臣.内務大臣,財蕃大臣は構成月の集会と監査垂月会の会議に代理人を通じて参

コする権利を持ち,しかもこの代理人は会議で勧告的発育ができた 民間団体としての外

終 保ちながらも実際には政府の発言力が強められ センターは事実上政府の一俵関に

i･･?たのである.また政府は民族主義者をセンタ-のメンバーに据え,労働力市境におけ

る民族政兼の遂行というこれまでの方針を維持し,面目を保ったのである,しかし再編成

きれたセンターの自己報告によれば,それは1906/07年には31.424̂ .1907/08年には

i4,880人の外国人労働者を調達し,その一方国内への人権のための在外 ドイツ人の調達
.ま1905年4月1日から1906年5月18日までの120家族を淑後に断念し,良薬会議所の労

l力不足改馨の要求にも配慮を行ない,労働者調達機関としても以前に比べれば成果を上

TるようになったのであるIG.

(3)民Ju機関としてのセンター

プロイセン故脚 まセンターへのてこ入れを行ない.この横関を'rl尖上政府の一機関にす

･もが,それでもこの機関にあくまで民間機関の外税を持たせようとしている.

センターに民閥組範の形態をとらせ就けた鮮-の理由は.ゲルマン化改発を遂行中のプ

.コイセン政府がこの政3削こ抵触する恐れのある外国人労働者の番人に秘わり世論や読会を

司狼する恐れがあり,また外国人労働者の募典のための支援が農業経営者に対する使道措

.壬として社会民主党や工業資本の反発を招 く恐れがあったためである.例えば,】907年
会計年度に農業大臣はセンターへの12.000マルクの補助金を財務大臣に依頗するさいに,

r利用日的は農薬労働者センタ-の民族政策的目的のために公の説明とプロイセン議会で

鳩 議には適していないので｣農業省の自由欽Jt資金の増額として提供するよう求めたJ7.

さらに外国への配慮も重要な理由である.外国籍ポーランド人のプロイセンにおける状

割ま東部地域の農業労働者の特殊な地位に対応して,あるいはそれ以上に戚しい監視体刑

D下におかれるが.それは外国人のプロイセン国内での自由な往来や遡商行為を保証する

わ かの国際条約に反している恐れがあった.掛 こ1907年に後に見る外国人労働者に対
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する国内登録制度が導入された時には,実際この制度の尊人が ドイツ=オース トリア通商

条約 (1891年)に対する1905年の補足条約に過反しているという疑念がオーストリア攻

守によって持ち出されか 8.この条約の第6条によれば.オーストリア人とハンガリー人
のドイツにおける法的 ･経済的地位を根本的に変更する盛大な処置はこの粂功の中で予定

されているオース トリア政舟との合意がか ナれば行われないはすなのである.この疑掛 こ

吋してプロイセン政府は農業労触者センターは ｢ドイツの点農者の私的な組妓｣であると

主張する.攻耕 土また, ドイツ-オーストリア通商条約の詣裁定に基づいてプロイセンに

おけるオーストリア人労働者の特異な扱いに対する抗議を持ち出す権限はないと宣言する.

なぜならそれは南桑と膏薬に関して国内人と外Bl人との平等を確認しているに過ぎないか

らである.

その一九 ポ-ランド人労働者の獲得を巡って成合別儀にある国々を刺激するのは得栄

ではないため,センターが ｢決して経営者の利害を一方的に代表しているわけではなく,

･･-ドイツにやってくる外宮人労働者の利益｣をも代表しており,外国人労働者保護の横

詑をも備えているとまでプロイセン政府は主張していた19.

nL 国内登録制度の専入

(1) Eg内登録制皮の導入の背叔

センターの御 井塵備の締めくくりは外国人労働者に対する国内登録制度の導入である.

li娘経営者は当時外国人労働者を始めとする農菜労働者の欠約破りに悩まされていた,堤

薬労働者の不足および西部や都市に農業以外の戦功が盟rlifに存在するという状況の中では

邑塊以外の破秘を見つけるのは外国人労働者にとっても困難ではなかったため,段場での

扱いに不稲を持つ労働者が逃亡するのも稀ではなかった50.

央約破りを防止するために,虚塊経営者たちは.労働者をより強く従属させるための新

lf=な立法措債を求め挽けた.実際.そのような新たな立法措置はメクレンプルクをはじめ

(するドイツの他の雅邦では既に行われていたし,プロイセンでも1889年のライン-ウェ

ストファーレン鉱山労働者の大免模なストライキの後には帝国法会での決定によって鉱工

辛労倫者に対するストライキ扇動者に刑事嗣を与える立法が成立し,鉱工#J労働者に対す

る規制の強化は行われたのである51

しかしながら,農薬労働者に対する立法による規制の強化はプロイセン政冊やユンカI

D思い通りには進められなかった.鉱工菓労働者へのス トライキ群止立法に引き長さ,

｢良薬労働関係の適法な解消に関する帝国法｣によって葵約破りを刑1欄 の対象にする可

柑)NIChlwcISS【44]sL8718

19)NldrvvelSSl44】597

50)ザクセン州は甜菜我執 二従事する女性外国人労fb者の割合が大きかったにもかかわらず (3分の2)

馳 破りでは190709年にはA坊外での鉄労の侵食の多い93位が半分以上を占めていた くSchJT"dLl47]
i162).

51)NIChtwcISSt44〕s13)
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距性も帝国政肘部内で検討されたが.結局日の目を見なかった52 その理由は帝国内務大

臣フォン-ベットリヒェルによれば,その種の法案の故山は帝国読会で鹿菜における労働

粛係 ･労倣時間 ･1号金 ･El曜労働等に関する好ましからぬ議論を呼び起こす恐れがあり,

fた良菜労働防係が完全に鉱工業を手本にして娩糾されるべきであるという要求 (農業労

?者の例外的地位の排除要求)が進歩的券力によって呼び起こされる恐れがあり,ユン
カーの既柑椎を危険に曝さす可能性が存在した点にあった.

しかし奥釣破りは深刻な規模にまで広まり.シュトイェンティンはボンメルンに関して

1906年と1907年にロシア=ポーランド人の場合に農平均で135%から15.4%.ガリツイ

7=ポーランド人の槻合には20.9%から235%と報告している53.

こうした状況を蹄まえ政府による契約破りの取り締まりのための何らかの措置を求める

良案会議所等の要求は強まる一方であった.一方,センターの桑濃報告も ｢親-的な

･････国内証明8を全ての外国人に導入｣すれば確実に労働者に ｢治ま的効果｣が及ぼされ,

r引き受けられた義彦を軽挙にあるいは悪意をもって遵守しない傾向｣が抑制されると主

壊していた5).議会での公開の審議を要する立法の道で達成できない事柄はセンターを通

じて追求するはかない.最終的にセンターの横能の拡充の一環として1907年12月2】日の

内務大臣の州枚肘あての回状命令によって,1908年2月1日以降東部国境を魅えてやっ

て来る外国人労働者に対する国内登錬制度がや入きれ.外国人労働者の移動を完全にセン

.ダーを通じて管理する体制が形成された,さらに1年後にはこの制度はプロイセンにやっ
て来るあらゆる外国人労働者を対象とするものに改められる,

(2) 国内登録制度の内容

EI内登録制皮の核心は国内で就労させられる全ての外国人労働者にドイツで発行された

!国内身分証明捗を漸 TTさせ国内での管理を容易にする点にあった55.新しい国内身分証明
書は雇主の名で蒐行され.戦地もこの国内身分証明砂に記戟される.労働者は国内身分証

佃容が屈用者の協力によって ｢沓き換え｣られた勘合にだけ磯城を変えられるようになっ

た ｢夷約破り｣労働者は合法的 ｢書き換え｣が行われないため,発見された場合には直

ちにEg外追放される.国内身分証明番は外B]人労働者の出身国と帰属する民族別を直ちに

1認諾できるようにするため色分けされ,ポーランド人労働者の証明掛 ま赤色であった.

ト ドは一年間だけ有効で.ポ-ランド人に関しては待横期間との関連で12月20日まで
リこ限り有効とされた.

さらにこの制度はセンターと畢寮との間の密接な関係の成止を予定してい1.:56.セン

.クーの塀月は外国人労働者の登録時に同時に国内身分証明昔と同じ色の二枚の管理カード

を作成する.管理カー ドの1枚は書寮に提出され昔寮がそれを管理し.もう1枚は登叙事

NlchtucISSl44】S_131
sto)eELLu)[49】S32.
NIChrLLCLSSt44】S136.
NIChLvcLSSl44】S138･9
NIChLWCLSSl44]sL39･40
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者所からベルリンのセンターに送付されそこで管理された.こうしたカード管理によって

労幼者が ｢契約破り｣後に第二の国内身分証明番を発行させていないかどうかを詞査でき
るのである.

また,この制度は書類と裁判の調査の支援にも役立てられた57.センターは,昔寮と裁

判所の求めに応じて必要な梢報を登録簿の中から提供するよう命じられていた.その上
センターは ｢プロイセン中央=昔察新聞｣と ｢ドイツ授査新開｣の中に記載されている手

足中の犯罪者に関して登鈷簿に基づいて調査を行ない,BJ巣を公示を行っている官庁に知

らせる濃務があった.また,契約破りの被害にあった屈主は.契約破りを犯した労偽者に

和して正確な情報を直ちにベルリンの中央書察新開の編集軌 こ連絡する義務があった.こ

の新開に掲殺された労働者の情掛 ま農薬労働者センターの登録所と国境事務所,農菜労働

者センター自身が契釣破りを行った労働者の再生涼を回避するために利用された.

このような大規模第番の遂行のためにはセンターの管理軌稔の拡充が必要であった58.

途制発き劉こ関する命令が現れる1907年の末に,センターは17の国境.拝者所をプロイセン

の東部国境に,一つの営農所をギュス トロウに持っていた.翌年以降.さらに追加的な串

穿所が東部,北軌 西部のBl境に設置された.1914年にはそれは50の出先機関,すなわ

ち国境事務所を東部に32,北部に3,西部に3.さらに3つの通関所と5つの営業所を

富内に持ち,2つの出張所を外国に持った.1909/10兼務年度にはセンターは既に486人

の載月と466人の補助戟月とを持ち,ベルリンの中央カー ドは55人の塀月によって管理さ

れていた.こうした大がかりな姐総によって遺漏なき国内身分証明啓発行が追求されたの

である.

センターの活動の亜心は国内登録制度の導入以降には労働者募兆よりも空論薬掛 こ移っ

た,外国人労働者のうち登録された者は衣1の通りである.依然としてセンタ-の関与を

受けない労働者も多数存在が,表 1の数億はこれまでセンタ-が関与した農業労働者の数

に比較すれば進歩'と雷わなければならない.国内登録制度の導入によってセンタ-は全外

E)人労働者の一元的監視機関としての体裁を整えたのである.

表 1:国内登録制度の効果

典拠 :NICht≠･elSS【44】S142-3

(3) 国内登韓制度の欠陥

57)NICh仙 C-ssl44]sI40

58)NICh仙cISSl44】S142
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登録強制によって少なくとも理論上は契約違反のE しい減少,すなわち外国人労働者の

完全な支配を約束されたプロイセンの農場経営者たちはこの制度を歓迎した.しかしそれ

は十分ではなかった,ます第-に,外国人労働者たちがプロイセンで国内登録制度に服す

るとしても.プロイセン以外の邦へ逃亡するという手投が残 されていたのである ドイツ

A乗者同盟の妨26回捨金は1908年2月に, ドイツの他の邦放射にも強制登録制皮を者入

させるよう請願する決まを行なった59.プロイセンから追放された労幼者たちが別の連邦

許成邦へと抜け出す大きな穴を埋めようというのである.

移動労働者によるプロイセンの親制の回遠の手段として,容易に考えられるのはメクレ

ンプルタへの越境である.多くの労働者がプロイセンの ｢待横期間｣の始まる前に冬刈取

人として両メタレンアルク大公国へ移動 した メタレンプルクの国法は契約破 りを行った

労働者を芋掛 こよって雇主のもとへ帰還させるとしていたが.プロイセン改新 まあくまで

表外追放を要求した.けれどもメタレンアルク改耕 土自領のユンカーの利割 こおいてこの

要求を拒否 した.例えばメタレンプルタニシュヴェリンの内務省はポツダムの県知事に

1900年8月3日に次ぎのような考えを伝えた. ｢収棟の食中という時期にこのような決

定を行うならば,大公国の良薬労働関係にとって,串梢によっては,棲めて不利で,その

実旗的な杉廿において,個々の事例を越えて広がる韮要性を持つかも知れないのであ

る｣60.プロイセン同様に労働力不足に苦 しめられていたメタレンプルクでは自Blの農協

怖有者たちの不同意が恐れられなければならなかったのである,

メタレンアルクに限らず ドイツのあらゆる邦との交渉が行われるが,その結果プロイセ

ンの措置を完全に受け入れたのはザクセン王国 ･ブラウンシュヴァイク ザクセン-マイ

ニングンに過ぎなかった61.外国出身のポーランド人戊兼 ･森林労働者に対する登鐘強制

と待機期間だけを受け入れたのはザクセン=ワイマ-ル ･ザクセン-アンハルト･シュ

ヴ7ルツプルク=t/ンダ-ハウゼン ･シュヴァ)I,ツプJL,ク=ル ドルシュタット･ロイス-ユ

ングレ=リーニエ ･リッベ=デ トモル ト･ヴ7ルデック-ビュルモント･ロイス-エルテレ

:リ-ニエ (強別登録は農業労働者だけ).登録強制だけを導入 したのは両メクレンプル

ク.オルデンアルク ･アンハル ト･シャウムプルク=リッベ ･リューベック ･エルザス-

ロートリンデン.バーアンでは登韓強制は行われなかったが,プロイセンと同じ滞在制限

が行われた.バイエルン ヴユルテンプルク ･ヘッセン=ダJL,ムシュタット･ハンブルク ･

7レーメン ･ザクセン=コープルク=ゴータでは滞在制限も登録強制も行われず.たいて

･､はセンターの国内身分証明音が十分な身分証明皆として受け入れられた.結局のところ

プロイセン以外の邦への外国籍ポーランド人監視制度番人は不調に終わったのである.

さらにプロイセン国内でも外国人労働者が国内身分証明啓を携常していない,あるいは

佃取が切れていた地合に書寮がとった手段は非常に限定的であり,汲刻な農薬労働力不足

l⊂いう状況の下では直ちに追放される可能性もあまりなかったし,そのような処置は農場

丁往昔者の望むところでもなかった.

結局のところ労助力の耗対的不足という状況下では外国人労働者管理のための成定を完

Fi9)NL｡hLwc.ss【44]S ]44.

Lso)NtchLWC,SSl44】sl44

FSl)NIChLtte'SSl44】S)47
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全に失地するのは不可能であった.プロイセン政府のもっぱら民族政掛 こ力点をおく外国

人労働者政策は括局不十分にしか成果を上げられなかった,むしろ,プロイセン鮒 は民

族改菜のために良案労助力不足への効果的対束を独自に打ち出せないで,A?<境妊営者の要

求に淡歩を換り返しながら.農場経営者の望む外国人就労制度を形成するという姿勢が目

立つ.掛 こ,外国人労働者に対する鋭利の運用面では労働力不足という現実への妥協が目

立ち,これらの規制は結局ユンカーが自分の意に沿わない外国人労働者を処分するための

手段として最も効果を発抑するのである,

vI.外国鮮ポーランド人とイタリア人労働者との比較

(1) 地域的および我薬的分布

外国籍ポ-ランド人労働者とイタリア人労働者は彼らが就労していた地域と戦薬部門に

即して特赦的な用途を示している 衣2はいわゆる r郡長報告Jに基づいてプロイセンに

おける両民族の淀人数の地域的分布を示したものである.これによればポ-ランド人は主

として東都プロイセンの戊典州に分布 しているのに対し,イタリア人は圧倒的にウェス ト

ファーレンとラインラントという西部の主要な工業州に分布している.特に,ヴェス トプ

ロイセンやオス トプロイセンなどの国境州では外国人労働者の大半がポーランド人労働者

である.シュレジュンは鉱山業で働く外国人労働者の多くを昧凍するオーストリア-ハン

dリーから導入していたが,ここからはポーランド人以外にも約5万人のルテニ7人など

多様な外国人労働者を採用していたため,ポーランド人の割合はそれほど高くない62.-

.万3万人もの外国人労働者を抱えたベルリン市ではポーランド人の割合は1割にも満たず.

外国斧ポーランド人の就労先をプロイセン東都では工某と農業.中部 ･西部では農業に限
rEしていた政府の方針の一定の成果が伺える63.

62)Ebbl251S238-40
63)プロイセン西部地域の外国肺ポーランド人は迷河川紋などの公共串菜のために榔別に昨可を受けて探
餌されていたものが多い (放止 【24】sl16_7).
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衣2:外国人労働者の分布 (プロイセン)

ポーランド人 全外国人労働者

オストプロイセン

ヴェストプロイセン

ベルリン

ブランデンブルク

ボンメルン

ポーゼン

シユレジェン

ザクセン州

シュレスヴイヒ-ホルシュタイン

ハノーファー

ウェスト77-レン

ヘッセン=ナブサウ

ラインラント

ホーエンツナレルン

ロシア オーストリT

l6,800 391

13.688 1.333

367 1.070

30.470 3.372

31.183 3.14LI

l3.391 2.390

17,798 42.780

43.973 7.410

6.418 1.463

13.071 4.410

2.577 2.317

4,363 288

5.005 9320 2

24.849

17.972

30.956

62.418

43.095

25.046

161.515

71.165

40.102

49.218

133.338

22.218

233.490

622

199.104 71.302

出典 :Bade[25】 S236･244

イタリア人労働者はドイツでは主として西部と南部に分hlしていた.1910年にはプリ

チュギー-シマ一によれば104.404人のイタリア人労働者が ドイツ国内に入国したがそのう

ち301%がエルザス-ロー トリングン,109%がバイエルン,66%がヴユ)L,テンベルク.

203%がラインラント.10.3%がウェス トファーレンに分布 していたGL.民族政鞍上の問

顎を引き起こす恐れの小さいイタ1)ア人労働者をプロイセン東部地域に導入する試みも存

在したが.センターのイタリアでの募集活動の失敗,労働者の廉卦の高さ,貸金要求の高

さなどのために農場経営者たちの同意を1.E7Fるまでには至らなかった.またイタリアでは東

缶プロイセンの労働牌係に関する疑念が持たれ東部プロイセンの評判は芳 しくなかった.

社会民主党系の新聞 ｢ハンブルクのこだま｣はこれを ｢オス トエルベはイタリア人労働者

にとってさえ非常に劣悪｣と邦冷 した65.

Sヰ)BntschgトSchJmmCr[29]S38

SS)NICht≠cLSSl44】S62.
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薮3二外国人労働者の就労先

典拠 :statistlk【48]Bd210/l.S2-21良Bd.211,S.178･87.

地理的分布から得られる印象はさらに外国人労働者の戦果上の分布によって補足される.

E3によればロシア出身の外国人労働者は大部分が点茶に就労していたのに対し,イタリ

7人の場合には9割以上が鉱工業 ･手工菜分野に就労している.汁-ス トリア王ハンガ

lJ一出身の労働者は特にシュレジェンの鉱山菜へのルテニア人の就労のた桝 こ鉱工業 ･手

工薬部門への就労者の割合が大きくなっている.さらに鉱=兼部門内部での就労先を長4

によってみるなら,イタリア人は特に建設案への就労者の割合が大きい.

表4:鉱工業に就労した外国人労働者の就労先

出身国 建設業 鉱山業 石土資材製造 繊維 合計

オーストリア 19.7 18,0 12.0 1∠l.5 64_2

ロシアイ 1 30554 14.219_017.5 25_69 4.8 75.1

典拠 .StatlStlkl48] Bd211,S180

こうした用途の一因は各外国人労働者の本国での耽薬的背決の相違である.ロシアや

オース トリアコハンガリーの労働者が郷里では大部分が虚兼に稗わっていたのに対 し,イ

タリア人労働者はイタリアの中でも比較的工発化の進んだ北イタリアの出身者が多かった

Jのである,ヤツイー二によれば1913年にはヨーロッパへの移動のための身分証明哲が

!313.023通発行され,そのうち81,947が ドイツへの移動のためのものであった.そのうち

143.082通はヴェニス出身者,ll.210通はロンパルデイア出身者に対して発行されたのに

L対し,南部諸州ではほとんど発行されていない66.また甫 ドイツはイタリアと同様にカト

リック信仰の地域であり,さらにイタリア人労働者が最も多く存在したエルザス=ロート

リンデン地域はドイツの中で最もラテン系文化が浸透していた地域であり,これらの地域

ELはイタリア人労働者にとって最も親しみの持てる環境が存在したのではなかろうか.

.66)Jaclrul38】S.127:イタリア人移民ではむしろ甫部からの称外拶戊の方が有名であり,ヨーロッパへの
i民との相違を明恥こするためにはイタリアの地帯構造についての上り疎い理解が必要であろう(北村 【
r14】参照).
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(2) 法的地位 と社会的状況

主として南 ドイツと西 ドイツで就労していたイタリア人にとってプロイセン政府の外国

人労働者規制はほとんど関係なかった.プロイセン放射の要求にもかかわらず,南 ドイツ

許邦はプロイセンの国内登緑制度をはじめとする制度の導入を拒んでいた.またラインラ
ントやウェス ト77-レン州で働くイタリア人労働者にと-)て問題になるのは登鋒強制だ

けであり,彼らが継投的にプロイセン国内で細くのを掛 アるような制度は存在しなかった.

位らは家族を連れてプロイセン国内に入国でき,冬の間も就労でき.複数年にわたる労働

葵釣の紡籍も可能であり,独身のイタリア人労働者が地元の ドイツ人と結枯してもなんら

さしつかえなかった.

また法制度上彼らはドイツ人労働者と同等の権利を主張でき,イタリアとドイツとの間

の良好な外交関係のためにドイツ人労働者とほほ同等の社会保障制度の恩恋を受けられた.

帝国保険条例は疾病保険に関しては外国人とドイツ人をほほ同等に扱っていたが.災害保

険,傷害保険.遺族保険に関しては受給権者の ドイツ国内への定住を年金受け取りの条件

として定め,解団した外国人の受給権を制限していたが, ドイツと社会保険に関する相互

条約を結んでいた国の出身者に対しては帰国後の保障も行われ.イタリア人労働者もこの

相互灸約の思想を受けられたのである67,その一方保険条例の筋1233条によれは帝国参

議院は.官庁がBl内滞在期間を特に限定している外国人を保険の対象外とできると定め.

さらにその規定の施行法の第104条では林発と農柴で働 く外国人労働者を障害保険の対象

外と定めていた68.これらの及定は外Bl蒋ポ-ランド人を悌苫保険から排除するEI的を

持っていた.

社会保険の領域に限らず,東都農薬地域におけるポ-ランド人虎菜労働者の法的地位は

かなり不安定であった.そもそも地元の農業労働者が法的にほとんど完全な無権利状態に

おかれ,プロイセンの統治横席がユンカーの意向にしたがって行動し,それどころか末端

の地方裁治磯柵はユンカーみずからが寒握していているという状況の下で外国蒋ポーラン

ド人労働&･がどのような扱いを受けるかを次の事例は明瞭に示している69.

ダリメン邦 (フォアボンメルン)の王領地ゼ-I/バーデハウで1908年9月に25人のハ

ンガリー人労働者が経営者であるフレミングによって貸金から契約沓に記されていない担

保金を徴収されたのに反発して労働を放棄した.フレミングが自分の持つ奥約番には担保

金の規定が存在すると主張し.労働者の持つ契約書には写しを作成した者の手違いでその

巳速がないだけであると主張した.結局.地方書寮の勧告にしたがって,労働者頭とトッ

トという一人の労働者がシュテッティンの農薬会議所に存在する焚約番の第三の写しを確

認しに行った.ところが. トットはフレミングの申掛 こ基づいて農菜会議所からの帰還の

途中で ｢疑わしい｣外国人として逮捕され,グリンメンの手斧拘置所に連行されようとし
た.この行為に対して仲間の労働者たちは彼を解放し,自分たちの契約脊穀と担保金を取

り戻そうとして農力沙汰に及んだ.音容の報告答によれば ｢労働者たちは不平を舌いなが

67)Bccb l28】527
68)tbh 【28〕S28
69)N■chl≠cISSl44】sJ'3718
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ら雇主の家に近づき-.L･･私を肴迫するような態度を取ったので･･････私は労働者たちを武器

の使用をちらつかせながら脅し,平和的な関争を行ない,農場経営者の屋敷を立ち去るよ

う要求した.I- 二 回日の要求の後で労働者たちはその姐を従九.私は彼らが屋敷を姓れ

てしまうまで彼らの後を追った.逃亡を恐れて,私はトットを拘束具で康弁 し,長堤所有

者の息子のハンスに私が公番を行っている閲の監視を任せた･･‥-｣.結局,労働者たちは

担保として捷除された金額を失い,トットは国外追放処分を受けた.

外国簿ポーランド人の監視は一定の親掛 こしたがって行われているはずであるが,実際

には書落や諸官庁は常に農場軽営者の側に立ち,もっぱら凸塊経営者の証膏に基づいて行

動し,外国人労働者の権利の保護は期待できなかった.丘%･経営者の手にflえない外国人

労働者はいわば ｢民族的に危険な｣労働者としての扱いを受け,政府の民族故葉を利用し
て雇用者の意にそぐわない外国人労働者の処分を自由に行えたのであら.

イタリア人はポーランド人労働者とは異なり1年を越える長期的滞在が許されていたた

め.ドイツでの労働の間に蓄潰 した資金をもとに独立的営菜を営む可能性が与えられてい

た.イタリアからやって来た労働者の中でも特に石工.煉瓦工,タイル牧人はその約半数

が本LiIで訓練を受けた熟練工で,彼らの多くは非熟練労働を好まず.独立の横会を伺いま

たその能力を備えていた.バーデンの営業監母官が報告してるところにJ:れば1911年に

既に多数のイタリア人石切り経営および採石所経営がバーデンオア-ヒェルン.ビュー)I,,

オーバ-キルヒ. トリベルクなどの郡に存在したという7O,またこのほかにもアイスク

リーム売り,レス トラン経営者,カフェの経営者,靴作り人 間潜商.′ト銀行家,果物軌

イタリ7特産物商人などld豊かとは言えないが,独立した営菜を行うイタリア人は多く存在

した71

しかしながらイタリア人労働者の3分の2以上はあくまで季節労他者であり,ポーラン

ド人と同札 ドイツ国内での上昇の機会を利用できなかった.鉱山薬には ｢官給条例｣が

存在し.法的にはドイツ人労働者と同等のはずのイタ')ア人労働者もドイツ語を話せない

･取り労働者として上昇できなかった72.｢ロートリングンやルクセンブルクの工場ではイ

タリア人が高度な仕事のために引き寄せられていたのに対し,このような事例はラインラ

ントでは稀であった｣という73.このような事情も彼らのエルザス=ロートリングンへの

.集中をもたらしたのではなかろうか.
また.ポーランド人であれイタリア人であれ移動労働者にとって労働の主たる目的は郷

r里に持って帰る貸金であり.そのため多少の労働条件の悪さを甘受する用意があった点も
考慮されるべきであろう.特に雁主が用意する住居のひどさはポーランド人でもイタリア

t人でも変わらなかったし,これが彼らの移動労働への食欲をさいたわけでもなかった.イ

タリア人労働者の ドイツでの住居に関する例がノイエ-ツ7イト紙の記事の中に取り上げ

られている. r･州 かなり大きな煉瓦工櫨ではイタリア人労働者のための宿泊施設として

見や天候の影挙をもろに受ける納屋が使用されていた.ベッドは10から12佃の箱.擬1.5

70)schZdq 〔46】S204
71)waJtcTh usenl50】S21
72)ねbbm l32]S220.
73)FhbbTOl32】S220.
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メートル横2.0メートルの広さ.敷き詰められた塵といった構成であった.亜麻製のシー

ツと毛布は与えられておらず,それらは労働者が自分で調達しか ナればならなかった.洗

荘用施設は全く欠如していた.･-･･部屋全体は火事の恐れが大きく.火事が起こった場合
には脱出は国難であろう.｣7-I

(3) 労働組合の感度

労働者が無権利状唐におかれていた東部 ドイツの農業地域では外国人労他者に対するド

イツ人労肋者の軌級的活動はほとんど考えられなかったが.西都では労牌組合にとって外

国人労働者は無視できない存在であった.国内移動によって ドイツ人労働者が銘工業地域

や大鹿市に炎中したとはいえ,彼らも望み遜りの掛 こ必ずありつけたわけではなく,特に

不況時には多くの ドイツ人労働者が矢来の憂き目にあっており.彼らにとっては多少の悪

条件も厭わずに故を求める外国人労働者は脅威であり,自分たちの戦域を守るための破複
的活動が必要とされたのである,

社会民主党はプロイセン議会で外国人労働者全般に対する登録強制制度の導入を国際粂

糾こ反するものとして非難するが75.これは外Eg人労勝者をドイツ人労働者と同じ条件で

雇用させ,外国人労歯者を賃金抑制者にしないよう求めているのであり,その主たる対象
はやはり工菜地域で働 く外国人労働者であった,

一方,自由主義的労働組合は政府に対して公共弔典への外国人労働者の導入を貯金する

よう強く要求した. ドイツ人労働者は外国人とは弗なり ｢匡l家｣に対して納税や兵役など

の重い負担を担っており.公共班設事典はドイツ労働者の税金によって賄われているので

あり,納税者が戦を求めるなら,そこでの就労は拒まれるべきではないというのである76.

しかし政府は一方では東部農業地域の農場経営者には段柴労働力の搬相を防ぐために反対

にこれらの斬罪に外国人を用いるよう求められていたし,労働者の必用の点でも安上がり

な外国人労働力は捨て赦かった.プロイセンの公共弔発大臣は1907年4月7Elにプロイ

セン議会で-北海-バル ト海-運河建設事業 (1907-13年)に関適 して,国家の事業では

良兼の労働力不足に配慮して.放射は-?r}業を鰐け負う ｢企薬家たちが--大規模に外国人

を訓遠するように影蓉力を発揮するべきである｣とし, ドイツ人よりも外国人労働者を優
先的に梶用する方針を公に認めた77.

西部での外圧人労働者の雇用はいわゆる民族政策からは自由であり.政府ももっぱら経

済合理的に行動できた むしろここでは彼らの雇用によって危険に曝されたのは地元の ド

イツ人労働者の雇用の可能性と就労条件であったが,それは改称の考慮の外にあり.また

労触風合の対抗行動もほとんど効果がなかった.

プロイセン文部の農兵労働を行うポーランド人がユンカーの意向に左右される不安定な
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地位におかれたのに対し,西部のイタリア人は少なくとも法制度上は彼らの就労を掛 アる

*筈は存在しなかった.このためイタリア人労働者にはドイツに定住し独立的官業を行う

横会が与えられ,ポーランド人の場合よりもより大きな収入を獲格する横会が存在した.

しかしイタ.)7人労働者にも就労上の困難が全く存在しなかったわけではなく,外国人労

舟者に対する偏見のために熟練を要する仕事への上昇の横会は限定されていたし, ドイツ

人労働者との関係から就労上の困難が生じる事例もあった.ポーランド人労働者とイタリ

ア人労働者は多くの類似性を持っていたが,両者は基本的には全く災なる鮫理と利害に

従ってドイツに受け入れられていたため,イタリア人はポーランド人に対して相対的には

康過された外Bl人労働者であったのである.

むすぴにかえて

19世紀束の農薬労働力不足をきっかけとして始まる外Bl人農薬労働者の導入は.プロ

イセン放射の方針によって ｢載格な｣ポーランド人監視体制の外DZの下に行われたが.そ
の実態はユンカーの意向に妥協した外国籍ポ-ランド人労働者抑圧機構の形成であった.

プロイセン政府の民族改発にもかかわらず,ユンカーは外国籍ポーランド人の労働力とし

ての確保に成功し,センターやプロイセンの行政棟蛸を通じてこれらの労働者を管理する

手段も手に入れた.ユンカーはこれによって従来の家父長制的関係に支配された農村社会

耕迄に大きな変化をもたらさず,ユンカー経営の変化に適合した安価な季節労働者を,挙

筋労働者の募集と管理にあたる仲介者を通じた不熟練労働者の外注によって確保できた7tt.

こうして政府の保護を引き出した農薬利劃 ま東部プロイセンでは依然として特権階級であ

り.この保護によって既存の権威主並的政治栴力の伝統はさらに温存されるのである79.

プロイセン政肘の民族主務的外国人労働者放熱 ま十分な成果をあげられなかったが,こ

の改夕削こよって外国人労働力市城は就紫地別 ･猫用部門BIJ･出身民族別に分断され 外国

人労働者の地位も多様化した.新二帝政期の経済発展と構造変化を下支えした労働力調達

手掛 ま,こうした外国人労働者の ドイツ社会における多様性の認識なしには理解できない

のである.

78)プロイセン改称まBJ案に対して一定の自立性i･持っ[=社会労力として仲村されたユンカーの利害i･枚
帝白身の利脊およびそのほかのlJ:金紗カの利答との佃での桝並を行って実現した.At集会紋所の形成とその
行軌よ｢反民主的多元主我Jを特徴としたヴイJL,ヘルム朋の政治体制を象徴するものでもあった ((/ェー
ラー[10]137万以下)
79)ヴェ-ラー [11】641'1.
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終 章

序論で述べたように本詮文の目的は,19世紀 ドイツを特鞍づけた3つの人口移動 (海

外移民 ･国内移動 ･外国人労働者)の相互関係およびそれらの人口移動運動とドイツにお

ける工業化 ･近代化過程との関連を明らかにし,人口移動の側面からドイツ社会のこの時

mの変化を描 くことであった.それは一方ではFIJIJ近代からドイツの瓜村社会に題額されて

きた良材過剰人口の動態を把握することであり,また点農および鉱=RJなどへ沈入してき

た外国人労働者の動態を把撞することである.これまでの叙述から明らかなように.人口

多動の多くは社会の下掛 こ属する人々の閉逆であり.またこの階層とドイツ社会全体の変

化との相互関係が人口移動において鮮明に現われたことが明らかになったと思う.

第1章で救われたオランダ渡り季節労働は既に前近代から見られた人口移動形態である

が.これは農村下層民に彼らの境遇を改善するほどではなかったが▲僅かな所得債会を与

え.階層的農村社会柵道の維持に更献した.この点でこの移民は近代化とは対極にあり,

LEl束の点村社会構造の維持に平蔵するものであったが.多数の農村下層民の農村内でのT.5-

留を可能にし,農村下層民の温存と農民による彼らの労働力の利用の1.JJd投として横能する

人口移動形怨であった.
一九 第2帯および節3章で敬われた移民は.近代化に伴う農村社会構造の変化に対応

して生じたものであり,所有関係の近代化に伴い従来の戊村社会構造に生じた変化や.外

布での資本主兼的工某化による強力な戯争者の登軌 こよって生存基盤を脅かされるように

なった人々が.この変化への対応として選択した移民であった 封班的畏村社会構造に起

因する下層民の増加および副菜機会の減少は多くの地域で下層民の増加.および下層民と

上層戊民の対立をもたらし,これに対して海外移民 ･国内移動による下層民の流出は農村

の社会的緊張を紋和 し,E?<村社会の一挙的崩壊を妨げる破衝横的劾架を持った,また移民

者には一光の社会的上昇の機会が与えられていた.

さらに.軒2部で扱われている外国人労働者は.エ発化およびLNl<葉の合理化による労働

力調達方式の変化ならびに労働力不足によって必要となった移民である.外国籍ポーラン

ド人の流入は.安価な季節労働力を提供し,封班的性格を保ち掛 ナたユンカー経営を温存

させる重要な契掛 こなり.ルール鉱工業地域も掛 こ不熟練労働力として国内移動者だけで

はなく,大量の外国人労働者を受け入れ.労働力不足を安価な外国人季節労働者などを利

用して回避したのである また,この種の入移民は同時に従来の社会に大量の異質分子を

受け入れ.社会に適合させる過程を伴うものであり,この点で近代化に伴う社会再箱の-

局面であり,また新しい社会間親の源泉にもなった.東部ドイツ農燕地域では.同地域の
プロイセン領ポーランドに居住するポーランド人を外部から流入するポーランド人季節労

*者が刺激し,民族運動に対する支援となることが恐れられ プロイセン政府は外国着

ポーランド人の国内における管理に非常に努力した.また.ルール鉱工薬地域などの西部

ドイツ諸地域では.鉱山業を中心に多数の移民労働力が利用され,これまで人口希薄で

あった地域にも沈入者を重要な柵成要素とする都市が形成され.また他方で.ポーランド

人間題に代表される移民の社会統合をめぐる多様な問題が噴出したのである.

本脊文が対象とした移民は,外国人労働者を食掛 まとんどが社会の下層階掛 こ属する人々
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の運動であり.彼らは耳盟の長村社会において周椋的地位に押 し込められていただけでは

なく.受入地域の社会でもやはり局線的地位に追いやられ,彼らの受入地域における ｢社

会農合｣を単鰍 こ詮じられるような状況にはなかった.良材では従来の符耶 ヒきれた社会

が妊持され.本市においてもこれら下層民が ｢市民社会｣に直接競合されることはなく.

近代化は下官民の社会的地位を根本的には変えなかったのである.しかし,それでもアメ
リカ合衆国へ移民した北西 ドイツの下層民や.ル-Jt,鉱山長地城へ国内移動LI.:マズーレ

ン人の解約が示すように.生活の安定や多少の資産の形成という点で.一定の社会的上昇
の横舵を人口移動は果たすことができた.

また,いわゆる統一 ドイツが単純に均質な社会ではなく,発展度の異なる複数の地域の

共存関係であり.その兆存関係のあり方が第二帝政nl社会を頗本的に特故づけたこと紘,

掛こ19世紀 ドイツの地常構造に注目する我が国の多数の研究によって明らかにされ,こ

の地帯林道の形成に移民現象が関与してきた事実も指摘されてきた.人口谷軌 ま全体とし

て.この他甫構造をいっそう強めるとともに.さらにドイツ周辺の後湛地域からも外国人

労俄者を吸収し,いわば労衝力市境の国際化によって. ドイツの工茶化 ･近代化の基盤を

E張することに貫献したが,他方で外国藩ポーランド人の管理問題などの,国家競合の根
幹をゆるがしかねない問題を政治上の重要伺軌 こ引き上げた.

19Lu東 ドイツを特徴づけた海外移民 ･国内移動 外Eg人労働者雇用は.もっぱら下層

労他者の刷遡であるが,農村下層人口の解消と虎農 ･鉱工兼帯門における労馳力不足の解

消を通じて一 ドイツの近代化 ･エ菜化を促進した故買な要因であると同時に,下層労働者

の大農移動に上って近代の多様な社会問題を産出し.社会の最底辺に拭する人々の問題を
集めて明確にクローズアップする現象となったのである.






